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当社株主総会における定款一部変更議案に関する補足説明 

 

当社は、2021 年６月 22 日開催の第 79 回定時株主総会において、株主総会を物理的な場所を設けることな

く、インターネット等により株主の皆様が株主総会にオンライン出席する株主総会（以下、「バーチャルオン

リー型株主総会」といいます）の開催を可能とする定款の一部変更をご提案しています。 

つきましては、本提案に関する当社の見解を十分にご理解いただきたく、下記のとおり補足でご説明申し上

げます。  

当社としては、本提案は、透明性のあるガバナンス体制の確立に寄与し、株主の皆様のご期待に沿うものと

判断しております。株主の皆様におかれましても、背景等ご承知おきいただき、ご賛同のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

 

記 

 

1． ご提案内容について 

本提案は、現在国会で審議中の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の成立・施行

されること及び同法律に基づき、当社がバーチャルオンリー型株主総会をできる旨を定款に定める

ことができるための要件に該当することにつき、当社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受ける

ことを条件とするものです。 

 

本定款変更が発効した場合、当社の株主総会について、①物理的な会場を設けて実施する株主総会（以

下、「リアル株主総会」といいます）、②リアル株主総会と併せてインターネット等により株主が株主総会

に参加又は出席する株主総会（以下、「ハイブリッド型株主総会」といいます）に加えて、③バーチャル

オンリー型株主総会という株主総会の開催方法に関する選択肢が一つ加わることとなります。 

 

但し、本定款変更により、当社は、今後の株主総会を全てバーチャルオンリー型株主総会で開催する

ことを予定するものではなく、開催方法については、株主の皆様の権利の保障と安全を最優先に考え、新

型コロナウイルス感染症の対策等、社会的要請その時々の当社及び株主の皆様の状況や、株主様から当社

に対するご意見等を踏まえ、株主総会の開催の都度、慎重な検討を行い、当社取締役会で決定いたします。 

 

2．ご提案の背景について 

当社は、コーポレートガバナンスを強化し、透明性と客観性を高めることにより、企業価値を向上さ

せることを目的に、様々なコーポレートガバナンスにかかる改革を行ってまいりました。その一環として、

株主総会は、株主様との対話ができる貴重な機会と捉え、昨年よりハイブリッド型株主総会を開催してい

ます。これにより、これまで遠方であることから物理的な会場にご出席いただけなかった国内外の株主様



にも、インターネットを通じて、株主総会にご出席いただくことが可能となり、開かれた株主総会を実現

することで、当社の経営の透明性の向上に寄与していると考えております。 

 

今回、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が成立した場合、同法に基づき、➀定款変更

を伴わず経済産業大臣及び法務大臣の許可により２年間限定でバーチャルオンリー型株主総会を開催す

る方法、②定款変更を行うことで継続的にバーチャルオンリー型株主総会を開催する方法が認められるこ

ととなりますが、当社は、このうち②の方法が適切と判断し、本提案をいたしました。 

 

これは、新型コロナウイルス感染症につきまして予断を許さない状況が続いていることに加え、アフ

ターコロナ、ニューノーマル下において、新たなパンデミックが発生した場合や、将来において現時点で

予測不能な自然災害等の脅威が発生した場合においても、継続して開かれた株主総会の開催を実現するこ

とを目的としており、株主の皆様及び当社の共通の利益に資するものと判断しております。 

 

3．株主総会の開催方法の決定について 

当社は、2019 年６月開催の株主総会以後、取締役会及び各委員会において、様々なコーポレートガバ

ナンスに関する改革を実行し、着実に透明性・公平性を確保したコーポレートガバナンス体制の確立に成

果を上げてまいりました。 

 

今回のご提案が可決された場合、これら改革を実行してまいりました当社の取締役会が、株主総会開

催の都度、開催方法を決定いたします。その審議におきましては、物理的な会場を設けないことのコスト

メリットもさることながら、株主の皆様の権利の保障と安全を最優先に考え、新型コロナウイルス感染症

の対策等、社会的要請その他その時々の当社及び株主の皆様の状況や、株主様からの当社に対するご意見、

ご主張等を踏まえ、また特に株主の皆様から多くのご意見が予測されるような場合等にも注意して、株主

総会の開催の都度、慎重な検討を行い、当社取締役会で決定いたします。 

 

4．バーチャルオンリー型株主総会の運営について 

バーチャルオンリー型株主総会の開催にあたっては、その運営体制の整備も極めて重要であると認識

しております。具体的には、IT システムや株主名簿管理人の体制等にかかるインフラ基盤の整備、行使さ

れた議決権にかかる公平な取扱い、通信障害への対策、インターネットに不慣れな株主様へのサポート体

制の構築、株主様からのご質問、株主提案、動議にかかる恣意的な運用の排除等について、経済産業省が

公表するガイドライン等を遵守することはもちろん、当社においてもさらにこれらに関する株主の皆様の

公平な取扱い等多角的に検討・準備し、また基準を明確化した上で、株主の皆様の権利を侵害することの

ない運営方法を整備し、取締役会の慎重な審議により決定してまいります。 

 

なお、当社は 2020 年６月 30 日開催の株主総会で、ハイブリッド型株主総会(参加型)を導入し、株主

の皆様の権利を保障し、より多くの株主の皆様との建設的な対話・意見交換を行うとともに、当社の取締

役の株主の皆様への説明責任を果たすことを念頭に、インフラ基盤を含み運用面を検討いたしました。ま

た、本年６月 22 日開催の株主総会におきましては、ハイブリッド型株主総会(出席型)を導入し、オンラ

イン出席いただく株主の皆様に議決権行使をいただくとともに、さらに株主の皆様との建設的な対話・意

見交換を深めることを目指した、開かれた株主総会に進化させてまいります。 

 

本提案により、バーチャルオンリー型株主総会という選択肢の幅が広がることは、今後いかなる状況

下におきましても、常に株主の皆様の権利を保障し、当社の取締役が十分な説明責任を果たし、当社及び

株主の皆様が求める開かれた株主総会の在り方を追及し、持続的に透明性のあるガバナンス体制の確立を

進めていくことに大きな寄与を果たすものと考えております。 

 

以上 


